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裁量基準を極める

平成２８年７月２３日

ＬＥＣ東京リーガルマインド専任講師 武山茂樹

１、はじめに 

・裁量基準＝行政内部での裁量行使の基準。法規ではなく、行政内部の基準。

※裁量判断を個々の行政庁に委ねると、恣意的判断のおそれ、判断の不統一、平等原則に

反する恐れがある。また国民の予測可能性も害する。

→裁量基準を定めた

Cf）法令の委任を受けた基準は、法令である。 

例）国家公務員の懲戒処分

（懲戒の場合）

第八十二条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処

分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

一 この法律若しくは国家公務員倫理法 又はこれらの法律に基づく命令（国家公務員倫理

法第五条第三項 の規定に基づく訓令及び同条第四項 の規定に基づく規則を含む。）に違

反した場合

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

公務員懲戒についての人事院規則（架空）

第○条 公務員が罰金刑を受けた場合、減給または戒告の処分をする

例１）国家公務員が、スピード違反で罰金刑を受けた。しかし、当該公務員は違反を繰

り返しているとして停職１か月の処分を受けた

→裁量基準から逸脱した処分は、取消せるか？

例２）国家公務員が、スピード違反で罰金刑を受けた。しかし、当該国家公務員は、路

上で倒れていた人を緊急に病院へ搬送するために当該違反をしたものだった（刑事裁判

では過剰避難が認定）。しかし、当該公務員は、減給の処分を受けた。

→裁量基準通りでも、機械的適用を許さない特段の事情がある場合、当該処分を取り消せ

るか？



ＬＥＣ・ピンポイント講義・行政法 裁量基準を極める 

ＬＥＣ東京リーガルマインド        2         無断複製・頒布を禁じます 

 
２、裁量判断の枠組み 

（１）全体の枠組み 

①法の解釈・適用として誤りではないか？ 
 （ここで誤りなら、裁量権の逸脱濫用を論じるまでもなく即違法） 
 
    ↓ 誤りではない 
 
②法が行政に裁量を認めているか 
 （認めていないのに行政が裁量権を行使したら即違法） 
 
    ↓ 裁量がある 
 
③裁量権の逸脱濫用があるか 

 
（２）法の解釈の問題か、裁量の逸脱濫用の問題か？ 

例えば、法が「行政庁は～の場合には、業務停止処分ができる」としか書いていないのに 
営業許可取消処分をしたら、それは裁量権のレベルで論ぜずに、法解釈のレベルで違法 
 
※しかし、法の解釈の問題か、裁量の逸脱濫用の問題か、あいまいなケースもある。 
建設業法 
（指示及び営業の停止）  
第二十八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号の

いずれかに該当する場合...においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることが

できる... 
一 建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は

危害を及ぼすおそれが大であるとき。  
二 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。  
 
例）建設業者Ａが建設業とは関係のない、オーダーメードのスーツの仕立て屋をやってい

た（製作物供給契約）。このスーツの仕立ての契約に関して、不誠実な行為をＡが行ってい

た。その場合、許可権者である国土交通大臣は、建設業法２８条１項２号の指示処分をな

すことができるか。建設業者Ａ側に立って立論せよ。 
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＜考え方１＞

２８条１項２号の「請負契約」は、建設業法の中の指示処分の要件なのだから、当然「建

設業に関する請負契約」に限られる。とすれば、建設業に関する請負契約という要件に該

当しないのに、指示処分をした行為は違法である。

＜考え方２＞

２８条１項２号の「請負契約」は、建設業法の中の指示処分の要件なのだから、指示処分

において考慮してよいのは「建設業に関する請負契約に関する事実」であって、それ以外

の請負契約に関する事実は含まない。スーツの仕立てに関する不誠実な行為を考慮したの

は、他事考慮であり、裁量権の逸脱濫用がある。

（３）裁量の逸脱濫用判断の枠組み 

ア）判例の考え方

例）裁量行為 A の違法性を争う場面 
＜法令解釈をして、A が裁量行為であることを認定＞ 

 ↓

しかし、裁量行為といえども、逸脱濫用がある場合は違法となる（行訴３０条参照）。 
すなわち、その判断が重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当

性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法となる。

  ↓

＜あてはめ＞

※逸脱濫用審査を使う方法である。

①重大な事実誤認、②目的違反・動機違反、③平等原則違反、④比例原則違反、⑤考慮

不尽をあげてもよいだろう。

イ）裁量の幅を使う方法

＜法令解釈をして、A が裁量行為であることを認定＞ 
 ↓

＜裁量の広狭も認定＞

 ↓

そして、裁量行為といえども、逸脱濫用がある場合は違法となる（行訴３０条参照）。

但し、法が行政に与えた裁量の幅を考慮して、裁量の幅が広い場合は逸脱濫用審査、裁

量の幅が狭い場合には、判断代置審査を行うべきである。

 ↓

＜あてはめ＞
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※判断代置審査

＝裁判所が行政庁の立場に立って全面的に審査をやり直す方式。

※判断過程審査

 逸脱濫用審査と判断代置審査の中間である判断過程審査（裁判所が、第三者的立場から、

行政庁の判断過程の合理性を審査する方式）を用いる方法もある。

３、様々な規則 

（１）行手法上の区別 

・審査基準（行手法２条８号ロ、５条１項）

・処分基準（行手法２条８号ハ、１２条１項）

・行政指導方針（行手法２条８号ニ、３６条）

→審査基準・処分基準は行政行為を行う際の裁量基準、行政指導方針は行政指導を行う際

の裁量基準

（２）解釈基準と裁量基準 

ア）定義

・解釈基準＝法令の解釈を統一するため、（上級行政機関が下級行政機関に対して発する）

基準

例）国税庁長官が税務署長に対して発する通達

※課税要件や刑罰の構成要件を定める規定については行政の裁量が認められないから、こ

れらに関するものは通常解釈基準と解される。

それら以外の分野にも当然解釈基準は見られる。

 解釈基準は、それが妥当な解釈を示している限り、法規の解釈となる

→法規と一体として用いられる。

・裁量基準＝行政内部での裁量行使の基準。法規ではなく、行政内部の基準。

イ）区別

・当該法規が行政庁の裁量を認めているかによる

※行手法の設定義務との関係

 解釈基準と裁量基準の判別は明確でないこともある

→基準設定段階では厳密に区別せずに、法律が不確定概念を用いている場合には、審査基

準・処分基準を設定すべきである。
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４、裁量基準に従った処分が取消事由となるか？ 

（１）裁量基準に従わない処分がなされた場合 

裁量基準は法規ではない

 ↓

 とすれば、裁量基準を無視して、当該処分自体に裁量の逸脱濫用があるか個別に審査す

べきとも思える

 ↓

 しかし、恣意的判断のおそれ、判断の不統一、平等原則に反する恐れを排除し、国民の

予測可能性を支えるために制定された裁量基準を全く無視するのは妥当ではない

 ↓

 そこで、まず、裁量基準自体の合理性を判断すべきである。そして、裁量基準が合理的

なら、その裁量基準に従わない処分は、平等原則に反し違法である。但し、裁量基準を機

械的に適用すべきでない特段の事情がある場合は、例外的に適法になると解する。なぜな

ら、裁量基準はあくまで裁量行使の一つの基準であり、法規ではない以上、裁量権行使に

あたって考慮すべき事項を考慮しないことは裁量の逸脱濫用になるからである。

 ↓

＜裁量基準の合理性を判断＞

 ↓

 従って、裁量基準は合理的である。では、裁量基準を機械的に適用すべきでない特段の

事情があるか。

 ↓

＜特段の事情の有無を認定＞

 ↓

 従って、本件において裁量基準を適用すべきでない特段の事情は見当たらない。従って

違法である。

（２）裁量基準に従った処分がなされたが、機械的に裁量基準を適用すべきでない特段の

事情があるとき。 

裁量基準は法規ではない

 ↓

とすれば、裁量基準を無視して、当該処分自体に裁量の逸脱濫用があるか個別に審査す



ＬＥＣ・ピンポイント講義・行政法 裁量基準を極める 

ＬＥＣ東京リーガルマインド        6         無断複製・頒布を禁じます 

べきとも思える 
   ↓ 
 しかし、恣意的判断のおそれ、判断の不統一、平等原則に反する恐れを排除し国民の予

測可能性を支えるために制定された裁量基準を全く無視するのは妥当ではない 
   ↓ 
 そこで、まず、裁量基準自体の合理性を判断すべきである。そして、裁量基準が合理的

なら、その裁量基準に従った処分は原則適法となる。但し、裁量基準を機械的に適用すべ

きでない特段の事情がある場合は、例外的に違法になると解する。なぜなら、裁量基準は

あくまで裁量行使の一つの基準であり、法規ではない以上、裁量権行使にあたって考慮す

べき事項を考慮しないことは裁量の逸脱濫用になるからである。 
   ↓ 
＜裁量基準の合理性を判断＞ 
   ↓ 
 従って、裁量基準は合理的である。では、裁量基準を機械的に適用すべきでない特段の

事情があるか。 
   ↓ 
 ＜特段の事情の有無を認定＞ 
   ↓ 
 従って、本件において裁量基準を適用すべきでない特段の事情が存在する。従って本件

処分は、考慮すべき事項を考慮しなかった点に裁量の逸脱濫用があり、違法である。 
 
５、過去問検討 

（１）Ｈ２８司法試験行政法 

課題 【資料２ 要綱（抜粋）】に定められている基準は、それぞれ解釈基準か裁量基準か。 
その区別を踏まえて、それぞれの基準を原告適格の判断（設問１）に用いることができる

か。また、設問２の裁量に関わる部分について検討せよ。 
 
（２）Ｈ２７年司法試験行政法 

課題 【資料２ 本件基準(抜粋)】に定められている基準は、解釈基準か裁量基準か。また

設問２について検討せよ。 
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